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１ 趣旨 

  名古屋市内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、放課後等デイ

サービス事業所等（以下「事業所」という。）に関する対応方針を定める。 

 

２ 本方針の対象 

  児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

 

３ 対応方針 

(1）感染拡大防止のための対応 

 区   分 事業所に対する対応方針 

ア 事業所で直近3日間(※

1)が発症日である新型

コロナウイルス感染症

の陽性者が複数発生し

た場合 

原則、当該陽性者が最後に利用（勤務）した日の翌

日から3日間、事業所の臨時休業を要請する。（休業

期間については名古屋市保健所事業所チームの判断

を踏まえて個別に判断する）。 

イ 事業所を利用している

子どもが通っている学

校・保育所等において

新型コロナウイルス感

染者が発生し、学校・

保育所等が休業・休園

した場合 

当該学校・保育所等の休業・休園期間中は、休業・休

園の規模及び期間に応じて、当該学校・保育所等に

通う子どもの事業所の利用を避けるよう要請する。 

  ※１ 「直近3日間」とは、例えば、本日2/17(木)であれば、当日を除いた2/14(月)、

15(火)、16(水)の3日間をいう。 

 

(2) 関係者等への連絡 

事業所は、臨時休業の決定及び子どもの事業所の利用を避けるよう要請した場合、 

速やかに子ども福祉課へ報告する。 

 

(3) 消毒・清掃 

  臨時休業中、事業所は必要に応じて消毒・清掃など必要な措置を行うものとする。 

 

 



４ 留意事項 

  ・職員は、マスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒、換気等によ

り感染経路を断つことを徹底すること。 

 

  ・感染のリスクは、乾燥及び免疫力の低下により高まるため、こまめな水分補給を

行うとともに、体調がすぐれない場合は無理をせず休養すること。 

 

  ・利用児童の受入に当たっては本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が

認められる場合には、利用を断ること。 

 

  ・医療的ケアを必要とする子どもの中には、呼吸の障害をもち、気管切開や人工呼

吸器を使用している者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい特徴があるこ

とから、主治医や嘱託医に現在の事業所を取り巻く状況を丁寧に説明し、対応方法

を相談の上、その指示に従うこと。また、利用時においては、特に健康観察を徹底

し、日々の体調変化に留意すること。なお、医療的ケアを必要としないが、基礎疾

患のある子どもについても同様の対応とすること。 

 

５ その他 

・この対応方針は、新型コロナウイルス感染症の今後の感染防止対策に応じて、変

更する場合がある。 

 

・その他、国や本市からの通知等に基づき新型コロナウイルス感染症の感染拡大防 

止策等に留意すること。 

   

   

   


